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新型コロナウイルス感染症対策本部 

本部長  島田市長  染谷 絹代 

島田市長(本部長)からのメッセージ 
― 小中学校の５月６日までの休校延長等について ― 

 

４月１６日、全国４７都道府県に『緊急事態宣言』が発令されました。 

これを受けて、島田市は、新型コロナウイルス感染症対策を最優先として、以下の措置を実施します。 

まず、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、外出の自粛

を強くお願いいたします。 

したがって、小中学校の休校は、引き続き５月６日までとします。また、図書館、博物館、ローズアリーナ、

川根温泉などの島田市内のスポーツ・文化・観光施設を５月６日まで休館とします。田代の郷「島田・ゆめみら

いパーク」の開園は、残念ながら当分の間延期とします。 

次に、クラスターが発生する恐れがある催し物や自治会における集まりなどの開催の自粛を強くお願いいたし

ます。 

さらに、食料・医薬品や、生活必需品の買い占めなどの混乱が生じないよう、冷静な対応をお願いいたします。 

 

１ 緊急事態宣言を受けた、島田市の対応 

 (1) 市民の外出の自粛 

 (2) 催し物等の開催の自粛 

 (3) 市民生活に必要な業務の継続 

 

２ 感染防止対策  

 (1) ３密の排除 

 (2) 手洗いやアルコール消毒の励行 

 (3) マスクの着用 

 (4) 感染拡大地域への不要不急の外出自粛 

 (5) 感染拡大地域から帰省した方は、体調管理と、２週間の自宅待機 

 

３ 発熱時の受診手続き 

発熱などの症状がみられた場合は、最寄りの医療機関に電話相談をしてください。 

さらに、３７．５度以上の発熱が４日以上（高齢者や持病がある方、妊婦の方は２日程度）続く場合や、

強いだるさや息苦しさがある方は、「帰国者・接触者相談センター」☎０５４－６２５－７０８４ にご相

談ください。 
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